
福井県では、働きやすい職場環境づくりに取り組む企業を支援する
「社員ファースト企業」制度を実施しています。
その一つとして、県内の企業・団体の皆様から「社員ファースト企

業宣言」を募集しています。
ぜひ、貴社・貴団体も“社員（従業員）を大切にする企業”である

と力強く宣言してください。

宣言書に、宣言内容と、今後具体的に取り組む項目、既存の取組内容等をご記入の上、経営

者（団体代表者）の方と、社員（従業員）の代表の方の連名で、宣言をお願いします。

その他、必要事項を記入し、郵送またはメールで福井県労働政策課までご提出ください。

宣言の様式は下記の県ホームページをご覧ください。

URL http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/syainfirstsengen.html

☑郵送 〒910-8580 福井市大手３－１７－１ 福井県労働政策課

☑メール rousei@pref.fukui.lg.jp

※郵送の場合は封筒に、メールの場合は件名に「宣言応募」とご記入ください。

※メールの場合は、宣言書をスキャンしてお送りください。

宣 言 の 方 法

≪問い合わせ先≫

〒910-8580（住所記載不要）福井県産業労働部労働政策課労働環境グループ

TEL  0776-20-0389（直通） E-mail  rousei@pref.fukui.lg.jp

☆宣言の様式は県労働政策課ホームページでご確認ください

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/syainfirstsengen.html

☆県ホームページに事業所名と宣言内容を掲載することができます。

URL https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/syainfirstsengenkigyousenngenn.html

☆県主催の合同企業説明会の出展企業選考における加点評価を行います。

☆宣言企業を対象にした、社員ファースト企業補助金もあります。

（予算額に達した場合は、受付を終了します）

宣 言 の メ リ ッ ト

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/syainfirstsengen.html
mailto:rousei@pref.fukui.lg.jp
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/syainfirstsengenkigyousenngenn.html


福井県では、「社員ファースト企業」宣言※を行った企業に対して、働き方改革

や職場環境改善に資する助言や支援を受けるためのアドバイザー、コンサルタン

ト活用や、働きやすい職場環境を整備するための社内研修会開催にかかる費用を

補助します。 ※働き方改革に向けた宣言を募集しています。詳しくは裏面をご覧ください。

手 続 き の 流 れ

≪問い合わせ先≫
〒910-8580（住所記載不要）福井県産業労働部労働政策課労働環境グループ

TEL  0776-20-0389（直通） E-mail  rousei@pref.fukui.lg.jp
☆各種様式等は県労働政策課ホームページでご確認ください

URL http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/syainfirsthozyokin.html 

申請受付
期 間

令和５年２月２８日まで受付
（期間内でも予算額に達した場合には受付を終了します）

対 象 者
福井県内に事業所を有する中小企業者等
・資本金３億円以下または従業員数３００人以下の事業者
・企業組合、協業組合、社会福祉法人等を含む

対象経費
アドバイザーや社内研修の講師への謝礼と旅費、教材費、委託料等
（ただし、同一企業や関係会社の社員等への謝礼は対象外）

補 助 額 補助対象経費の２分の１ 上限額１５万円 １社につき１回のみ

補助要件

□ 「社員ファースト企業」宣言を提出していること
□ 今年度、同様の目的の補助金等を受給していないこと
□ その他、要領第３条に定めた要件をすべて満たしていること
（様式第１号の別紙４ 誓約書のとおり）
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※申請の様式等は県のホームページでご確認ください。
※実績報告をいただいた後、補助金の額を確定します。

募 集 の 概 要

助言や支援の例：有給休暇取得促進、障がい者雇用促進、就業規則等の改正 等

社内研修の例 ：ハラスメント防止、メンタルヘルス、育児・介護中の社員向け復職支援等

*法令で義務化されているものへの取組は補助対象になりません。


